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ます。
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参考文献：「青少年の体験活動等に関する意識調査」（令和元年度調査・国立青少年教育振興機構）

特別支援学校にも準用）とされています。また、小学校学習指導要領では、「児童が生命
の有限性や自然の大切さ、主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働することの重要
性などを実感しながら理解することができるよう、各教科等の特質に応じた体験活動を重
視し、家族や地域社会と連携しつつ体系的・継続的に実施できるよう工夫すること。」と
体験活動の重要性が示されています。（中学校、高等学校、特別支援学校の各学習指導要
領も同様。）
　学校において体系的・継続的に体験活動を実施していくためには、各教科等の特質に応
じて教育課程を編成していくことが必要です。
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スポーツ少年団、
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・ある一定地域に住む子どもを対象に、年齢の異なるメンバーで構成する。 

・参加は自由であり、子どものニーズに基づいて活動内容を編成し活動する。 

・独自の活動目標を持ち、指導者の援助のもとに子どもが自主的に運営する。 

・親や教員を含む地域の人々の理解、援助に支えられて地域に根ざした活動をする。 

したがって、対象が同じ少年であっても、目的団体として活動するボーイスカウト、ガールス

カウト、海洋少年団、スポーツ少年団などの団体とは、その性格を異にするものと言えます。 

 

 

 

学校教育として行われる宿泊研修や学校外の自然体験活動その他の体験活動で利用できる

青年の家や少年自然の家等を青少年教育施設といい、だれもが目的に応じて利用することが

できます。 

なお、「道立青年の家」や「道立少年自然の家」の名称については、平成 26年 4月から「北

海道立青少年体験活動支援施設（ネイパル）」と変更いたしました。 

 

(1) 学校教育での利用 

教育課程には、修学旅行などを含む学校行事やクラブ活動などが、「特別活動」として位

置づけられており、多くの学校が学校教育の一環として青年の家や少年自然の家を利用し

て、遠足(旅行)・集団宿泊的行事などを行っています。 

この遠足(旅行)・集団宿泊的行事は、社会教育施設の中で行われる学校教育であり、子ど

もたちが、平素と異なる生活環境の中で、自然や文化などに親しむとともに、人間関係など

の集団生活の在り方や公衆道徳などについて体験を積むことをねらいとしています。 

また、自然体験活動や創作体験活動など「総合的な学習の時間」のほか、部活動の合宿等

にも利用することができます。利用にあたっては、引率者が事前に施設の使い方やプログラ

ム・安全管理などについて、施設の職員と打ち合わせを行うことで、より大きな効果を上げ

ることができます。 

 

(2) 施設が主催する事業への参加 

青少年教育施設では、学校教育での利用のほか、施設の設備や近隣の自然環境などの教育

資源を活用して、独自に参加者を募集して「主催事業」を実施しています。学校外活動を活

発化するためには、身近な場所における日常的な活動の促進はもちろんですが、青少年教育

施設における体験活動へも大きな期待がかけられています。施設が主催する事業の案内は、

施設の近隣にある各学校にも送付されているほか、各施設のホームページでも見ることが

できます。 

 

【参考】道立青少年教育施設ホームページ 

検索ワード：「道立青少年教育施設」 

https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sgg/seisyounensisetu.html 

３ 青少年教育施設 
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北海道青少年教育施設協議会（道青教協）加盟施設 
 

 

青 少 年 体 験 活 動 支 援 施 設 

ネイパル砂川  
〒073-0108  砂川市北光４９６－２５ 
TEL (0125)53-2246  FAX(0125)53-3012 

 

 

青 少 年 体 験 活 動 支 援 施 設 

ネイパル深川  
〒047-1273  深川市音江町２丁目７－１ 
TEL (0164)25-2059  FAX(0164)26-3600 
 

 

青 少 年 体 験 活 動 支 援 施 設 

ネイパル森   
〒049-2141  森町字駒ヶ岳６５７－１５ 
TEL (01374)5-2110  FAX(01374)5-2118 

 

 

青 少 年 体 験 活 動 支 援 施 設 

ネイパル北見  
〒093-0216  北見市常呂町栄浦３６５－１ 
TEL (0152)54-2584  FAX(0152)54-2736 
 

 

青 少 年 体 験 活 動 支 援 施 設 

ネイパル足寄  
〒089-3734  足寄町常盤３ 

TEL (0156)25-6111  FAX(0156)25-6112 
 

 

青 少 年 体 験 活 動 支 援 施 設 

ネイパル厚岸  
〒088-1113  厚岸町愛冠６ 
TEL (0153)52-1151  FAX(0153)52-1152 

 

 

 

※各ネイパルの宿泊定員は 200 名 

※各施設の宿泊定員は、変更となっている場合があります。 

道立青少年教育施設 その他の道内の主な青少年教育施設 

施設名 郵便番号・住所・電話番号 
宿泊 
定員 

国立 大雪青少 年交流の 家 

071-0235 

美瑛町白金温泉 

(0166)94-3121 

400 

国立 日高青少 年自然の 家 

055-2315 

 日高町字富岡 

 (01457)6-2311 

400 

稚 内 市 少 年 自 然 の 家 

097-0027 

 稚内市富士見 4 丁目 

 (0162)28-1632 

200 

紋 別 生 涯 学 習 セ ン タ ー 

ＬｉＬＡ 

094-0023 

 紋別市元紋別 140-1 

 (0158)23-2474 

100 

新冠町立日高判官館青年の家 

059-2413 

 新冠町字高江 16-2 

 (0146)47-2258 

60 

札 幌 市 青 少 年 山 の 家 

005-0862 

 札幌市南区滝野 247 

 (011)591-0303 

400 

北 海 道 青 少 年 会 館 

Ｃｏｍｐａｓｓ(コンパス) 

005-0022 

 札幌市南区真駒内柏丘 7丁目 

 8-1 

 (011)584-7555 

177 


